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再エネ電気の取引形態について

⚫ 小売電気事業者による再エネ電気の調達手法として、これまで多く行われてきたFIT制度による調
達(特定卸、小売買取) のほかに、2022年度から新たに開始したFIP制度を利用する電源や
FIT制度/FIP制度によらない電源と取引をする手法が広がりを見せている。

FIT

：電気の取引

FIP・
非FIT

小売電気事業者と
相対契約を結ぶケース

アグリゲーターなど
仲介するケース
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FIT制度外の再エネ電源からの調達

⚫ FIT電気を小売電気事業者が調達する場合(特定卸、小売買取)、市場価格連動価格となる。

⚫ 他方、FIP制度下では当事者間で契約条件を工夫できるため固定価格や価格上限有での調
達も可能。小売電気事業者から特定卸契約先や買取先の発電事業者にFIP転換を促すこと
で、相対契約の内容の工夫次第では、安定した価格で再エネを調達することができる。
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＜FIT特定卸＞

＜FIT小売買取＞

＜FIP・非FIT相対契約＞

市場価格に連動した調達価格 相対契約の内容によっては調達価格の固定化も可能

＜ FIP・非FIT相対契約(アグリゲーター)＞

赤：資金の流れ 緑：電気の流れ



FIT制度・FIP制度によらない再エネ電源への支援

✓ 電気を使用する需要家が長期にわたり電気を買い取ることで
発電事業にコミットし、需要家主導による導入を進めるモデル。

需要家 発電事業者

電気の供給電気の供給

小売電気事業者

長期の需給契約等により発電事業にコミット
調達する電力の再エネ価値も需要家に帰属

電気の購入 電気の購入
小売電気事業者

需要家（１社）
大手電機・電子機器メーカーの

生産工場など

発電事業者

【小規模設備を集約し大規模需要を満たす取組】

小売電気事業者発電事業者

【地域の需要家が連携した取組】

需要家（６社）
地域のタイルメーカーや

電子部品工場、飲食店など

➢ 電気・電子機器の製造メーカー
工場を需要地とし、20年間の
再エネ電力の長期供給を実施。

➢ 発電所は、全国各地に立地し、
小型発電所を複数組み合わせ
ることで、大規模な需要を満たす
電力を確保しようとする取組。

➢ 地域の電子部品工場やタイル
製造工場、自動車販売店や飲
食店などの中小企業群が需要
家となり、太陽光発電による再
エネを共同して調達すべく連携。

➢ 地域に根ざした発電事業者・小
売電気事業者がこれらの需要
家に呼びかけを行い実現した、
地域が一体となった取組。

⚫ 需要家主導による太陽光発電導入促進補助金により、FIT・FIP制度や自己託送制度によら
ず、太陽光発電により発電した電気を特定の需要家に長期供給する等の一定の要件を満たす
場合の設備導入を支援。

⚫ 支援を受けた発電設備は小売電気事業者への相対取引を通じて、需要家に供給される。

⚫ 令和３年度補正予算では、計19件・94MWの事業を採択。令和4年度当初予算では、計21
件・115MWの事業を採択。令和４年度補正予算は、現在二次公募中。
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買取期間終了を迎えたFIT電源の状況

⚫ 2009年に余剰電力買取制度が導入された太陽光発電については、2019年11月から買取期
間が順次終了。※2012年以降はFIT制度に移行。

⚫ その数は、2021年までに累積約100万件・約400万kWとなっており、今後、2025年には約
200万件・860万kWに達する見込み。

＜買取期間終了後の太陽光発電の推移（年別）＞ ＜買取期間終了後の太陽光発電の推移（累積）＞
（万件） （万kW） （万件） （万kW）
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卒FIT買取メニューの周知・広報について

⚫ 買取期間の終了した発電事業者が選択し得る対応は、①自家消費または②相対・自由契約に
ての売電などがあるところ、②については、売電を希望する発電事業者と電気の購入を希望する小
売電気事業者のマッチング支援サイト「どうする？ソーラー」（2018年10月より運用開始）を
通じて促進。現在、売電可能な事業者名を合計69社掲載中。

⚫ 買取終了した案件のうち、買取事業者を変更した割合は、2022年12月末時点で約15%となっ
ている。

⚫ また、卒FITを迎える再エネ電源に対し、卒FIT買取メニューの提供を行う「卒FIT買取事業者連絡
会」による広報活動が行われている。

A社 支援終了後の太陽光余剰電力を9.5円
/kWh～23円/kWh（蓄電池購入プラ
ン）で買取るメニューを各種展開。

B社 支援終了後の太陽光余剰電力を8.5円
/kWh～11.5円/kWhで買取るメニューを
各種展開。

C社 支援終了後の太陽光余剰電力を11円
/kWh～15円/kWh（同社電気・灯油・ガ
ス利用プラン）で買取るメニューを各種展開。

「どうする？ソーラー」に掲載されている
買取メニューの一例
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買取事業者を変更した割合

卒FIT件数 変更した件数 変更割合

全国 約128万 約20万 約15%

（注）2022年12月末時点

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/retail_electricity_utility.html


スキーム概略図

卒FIT買取事業者連絡会_活動概要

➢ 卒FIT連絡会は、卒FIT対象者のみなさまへご選択頂ける買取プラン・サービス等を広くお伝えするた

め、小売電気事業者により2019年10月に設立された任意団体です。

➢ 「卒FIT対象者がお住まいのエリアの電力会社」から送付される「買取期間満了通知」に、本連絡会に

所属する会員の提供している買取プラン・サービスの情報を同封頂いており、会員各社は自社の買取

プランやサービスを卒FITを迎えるお客さまに訴求することが可能です。

卒FIT買取事業者連絡会 提供資料

旧一般
電気事業者

会員
（新電力）

事務局

卒FIT対象者卒FIT買取事業者
連絡会

運営：ENECHANGE㈱ 旧一電 新電力各社

チラシデータ送付

チラシ配布の対象エリア：全国 （※沖縄を除く）

＋
買取
チラシ

買取期間
満了通知

卒FIT対象者へ
送付される個別通知

卒FIT対象者へ送付される
「満了通知」に会員各社の
チラシが同封される。

チラシデータ納品

※新電力は会費＋チラシ郵送に
係る費用を負担

卒FIT買取事業者連絡会HP：https://after-solar.fit/index.html
事務局へのお問い合わせ：support-ml@after-solar.fit
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再エネ電気調達時の市場価格変動リスク低減のための保険商品

⚫ 小売電気事業者の間では、市場価格変動に対するリスクヘッジとして、想定外の電力
調達コストの増加を補償する民間保険の活用が広がりつつある。FIT電気を調達する場
合についても、調達コストは市場価格連動であるため、市場価格の変動リスクへの備え
が必要となる。

⚫ 他方、小規模な地域新電力等にとっては、リスクヘッジする手段が限られている状況。

⚫ こうした地域新電力に対し、市場価格変動に対応するための民間保険への加入を補
助することで、再エネの地産地消に取り組む新電力の安定的な事業運営の支援を実施
している。

支援対象の民間保険メニューの例

地域新電力が電力を調達する際、想定外の猛暑や厳冬といっ
た気象要因による市場価格変動が生じた場合、電力調達コス
トの上振れ額を補償。
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